
公益法人改革

事例：「公益性」を判断する第３者機関

― 我孫子市の「補助金の公募と市民審査」 ―

２００４年６月３０日

＊この資料は我孫子市による資料提供、及び同市へのヒヤリング調査をもとに構想日本の文責でまとめた。

添付の資料２～５は同市提供分。
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市による補助を希望する団体を公募。市民などで構成される「補助金等検討委員会」（いわゆる第３者機関）で審査し、その
結果に基づいて補助金を交付（対象となる団体により交付年数は異なるが、最長３年間）。具体的には、委員会の協議に
よってランク付け（４段階）を行い、意見を付けて採択・不採択の提言書を市長に提出。その提言に基づき、市長が認定。委員
会の審査で不採択とされた団体には、公開ヒヤリング及び文書提出により活動をＰＲすることで、再度活動の説明をする機会
が与えられる。

公募対象は、営利を目的としない、市民生活の向上及び市民の利益につながる公益的な活動。１０人以上で構成され、市
内で活動し、政治・宗教を目的とせず、市から他に補助金の交付を受けていないことが要件。

審 査 → 提 言 公開ヒヤリング・文書によるＰＲ＊ → 市長決定

・平成１０年１２月に要綱により設置され、市が選任する委員は５名で任期３年。その選任方針は、
①客観的に判断できる立場にいること（＝市内のどの補助団体にも属していない）
②学識経験者・行政経験者（我孫子市ＯＢを除く）・市民で構成
③男女の比率は半数程度

・現在は、元会計検査院技術参事官、行政書士、元成田市総務部長、中央学院大学学長、川村学園女子大学教授で構成
（男性３名、女性２名）

＊公開ヒヤリングは、市の企画調整室長、財政担当、環境生活部長、市民活動支援課の職員の出席の下(「補助金等検討委員会」のメンバーは
出席しない) 、いったん「補助金等検討委員会」が示した補助金交付の判断について、再度同じ基準から行政が判断を下す復活折衝の機会。

これは、一度補助を見送られた申請内容を修正する場ではなく、不採択とされた団体が、事業の真意を文書でなく口頭で正確に伝えることで敗
者復活の機会を獲得できるようにするもの。公開ヒヤリング以外にも、文書提出による活動のPRや意見書も同時に受け付ける。市はヒヤリングと
文書提出の結果をまとめ、最終的に市長が決定。

補助金等検討委員会 市

概 要

補助金等検討委員会
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１．法人・団体の目的
NPO法第２条を援用。NPO法人またはNPO法第２条別表（１７分野）の活動を行う任意団体。※資料１参照

２．判断要件
（１）「公益性」があると判断する際の要件

・検討委員会の判定は、市の「補助金等交付基準」を前提。※資料２参照
・上記を踏まえた上で、独自の「審査判定基準」により最終的に補助すべき事業かどうかを判定。

その判定基準となる「公益性」については、一般的な表現で規定（「時代度」「実現・目的達成可能度」「創造性（独創
性）」「我孫子らしさ」 ※資料３参照）。

「公益性」の考え方

＊判定の流れ
各委員の採点を集計し、その評点を基に全員の協議によって４段階にランク付け

↓
検討委員会の意見を付け採択・不採択の提言書を市長に提出

↓
H15年に設置された市の要綱「我孫子市補助金等を受ける公募団体の選定及び手続等に関する要綱」で、市長は「検討

委員会の選定結果を尊重するとともに、公開ヒヤリングの実施結果を踏まえ決定する」こととされている。※資料４参照
公開ヒヤリング・文書PRの結果により、不採択分が復活し採択となる場合もある。（平成１２年は公募総数６０件のうち採

択されたのは４０件、うち不採択分が復活し採択となったのは２件、平成１５年は公募総数４７件のうち前者が３１件、うち
後者が１２件）
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（２）活動実績に対する評価
・補助金の目的は、「公益性」を認めることではなく団体の自立であるため、「公益性」を前提とはするが活動実績に対する
評価は、「公益性」の維持・確保ではなく自立可能かどうかという点を重視。そのため、団体・法人が収益事業や対価を得る
事業を行うことは問題視されず、むしろ、自立の観点から望ましいとされる。
・すでに３年間の交付実績のある団体に既得権を生じさせないため、第１期（H１２～H１５年）に続き２期目（H１５年

～H１７年）も継続申請する場合、団体・法人は自己評価票を提出、実績及び効果、継続して補助金を必要とする理由を
明らかにさせ、検討委員会で審査。

・２期目以降、委員会審査で自立可能で継続すべきでないとされたものは委員が評点を行わない。

→ この結果、H１５年度申請のあった公募補助金４７件に対し、採択は31件。そのうち、継続分（全３８件）は24件、新規
（全９件）は７件。

（３）検討委員会の指摘
H１４年度提言書において、判定の新たな基準づくりの必要性を指摘。※資料５参照
→ H１５年度の見直しにおいて、委員間で団体の自立を目指すという補助金の趣旨を再度意識付け、そして、明確でより

具体的な基準の設定のため、① 「我孫子市補助金等を受ける公募団体の選定及び手続等に関する要綱」を策定する
ことでそれまでの手続を明文化し、②それまでどんな項目でも補助対象とされていた経費の項目を限定（14項目）。

３．事後チェック
・事後チェックは市が行い、補助金の担当課を交えず、市民活動支援課が行うことで公平性を担保。
・補助金を受けた法人・団体は、使用状況の中間報告、事業完了時の実績報告（収支計算書添付）を義務付け。
・予定事業を実施できなかった場合、補助金について不適当な使途があった場合、そのことにより補助金額が補助対象経費

の５０％を超えてしまう場合は返還。
・補助金を受けた法人・団体は市主催の活動報告会で活動内容を発表することが求められている。
・上記以外、執行体制や外部監査など団体・法人のガバナンス、また情報開示に関わる問題は、各団体・法人の自主性に委

ねられている。
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